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１ オンライン申請について

オンライン申請でできること（Grafferシステム使用）

①使用申請書の提出

②使用申請内容の確認

③使用許可書の受領（PDFデータ）

④使用料の支払い

オンライン申請利用に関する注意事項

①使用料のお支払いはクレジットカード決済またはpaypay
のみになります。銀行でのお支払いをご希望の方は、窓口申
請をご利用ください。

②施設使用料は前払いになります。支払い依頼通知に示され
た期限までにお支払いください。
※期限を過ぎたキャンセルの場合は使用料が発生します。
利用の変更・キャンセルは担当課へご連絡ください

③冷房使用料は使用実績に応じ、後日請求いたします。

④施設使用申請期限
集会場の場合、利用日の１４日前までになります。
集会場以外の場合、利用日の7日前までになります。
申請期限を過ぎた利用日は許可できません。
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１－２ 施設使用申請・利用の流れ

予約状況の確認

中央公民館施設の予約状況を宜野湾市公式ホームペー
ジ又は担当課にお問合せ、確認します。

ログイン

GoogleやLINEのアカウントやメールからログインします。

申請情報の入力

必要情報を入力します。
お支払い方法はクレジットカード決済またはpaypayを選択
します。

許可書の交付

事務局が申請内容を確認後、使用許可書を交付します。
許可書をダウンロードし、保存又は印刷を行ってください。

施設利用

職員に使用許可書を提示してください。

利用の変更・キャンセル

担当課へご連絡ください。０９８－８９３－４４３６
キャンセルは納付期限までに行ってください。
期限を過ぎたキャンセルの場合は使用料が発生します。

P.6～P.1４

P.１５～P.1７

P.１８

施設使用料の支払い P.１９～P.２１

クレジットカード決済またはpaypayで指定の日付までに
お支払いください。

冷房使用料の支払い P.２２～P.２３

クレジットカード決済またはpaypayで指定の日付までに
お支払いください。

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/2/2/suports/1231.html
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/2/2/suports/1231.html
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２ 利用方法

オンライン申請では、スマートフォンやパソコン等を使って、
原則24時間、利用申請を行うことができます。
※下記のオンライン 施設利用申請ページにアクセスし、「施設
利用のルール」を了承の上、「施設の予約状況を確認」し、申請
にお進みください。

宜野湾市公式ホームページ内オンライン 施設利用申請ページ
〔URL〕
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kyoiku/1/5/19115.html

「3.オンライン申請」の中から、
利用したい施設をクリックし、申請を
開始します。

操作ガイドをダウンロードすることが
できます。

←スマートフォン等からコードを読み取り
アクセスできます。

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kyoiku/1/5/19115.html
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２－２ ログイン方法

下記ページが表示されますので、①「新規登録またはログ
インして申請」又は②「アカウント登録せずにメールで申
請」のどちらかを選択して申請を開始してください。

任意のメールアドレスで申請できます。
申請情報は蓄積されません。
一度限りの利用であればこちらをおススメ。

ログインする事で、アカウントに申請情報が
蓄積され、過去の申請の確認等ができます。
今後も利用をお考えならこちらをおススメ。
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「新規登録またはログインして申請に進む」の場合、下記画面で
①Googleでログイン、②LINEでログイン、③メール（Grafferア
カウント）でログインの３通りから選択してください。

Googleアカウントでログインできます。

LINEアカウントでログインできます。

Grafferアカウントでログインできます。

Grafferアカウントを作成できます。
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（１）Googleでログインの方法

Googleアカウントでご利用のメールアドレス
または電話番号を入力

クリック

Googleアカウントでご利用のパスワードを
入力

クリック

２段階認証設定をしている場合は当画面が表示されます。
画面の案内に従って認証してください。



9

ログインが完了すると、申請開始のページに移ります。

（２）LINEでログインの方法

注意事項を確認のうえクリック

通知用メールアドレスを入力し、登録を
クリック

利用規約を確認後、クリック

クリック
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左の画面が表示され、登録したメール
アドレスへ確認メールが送信されます。

クリック

通知メール内にあるURLをクリック
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クリック

ログインが完了すると、申請開始のページに
移ります。

（３）Grafferアカウントでログインの方法

Grafferアカウント登録済みの場合、
登録したメールアドレスとパスワード
を入力しログインします。

Grafferアカウント未登録の場合、こ
ちらからアカウントを作成します。

利用規約を確認後、クリック

クリック
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必要事項を入力

クリック

左の画面が表示され、登録したメールア
ドレスへ確認メールが送信されます。

通知メール内にあるURLをクリック

クリック
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ログインが完了すると、申請開始のページに
移ります。

利用規約を確認後、クリック

クリック
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「アカウント登録せずにメールで申請」の場合、下記画面でメール
アドレスを入力し送信、届いたメールに記載された申請用のURLを
クリックすると、申請ページに移ります。

自動送信メールが届いたら、
メール内にあるURLをクリック

メールアドレス
を入力

送信をクリック

利用規約を確認後、クリック

クリック

アカウント登録せずにメールで申請する方法



使用する名義が個人か団体かを選択し
てください。
※基本、団体を選んでください。
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２－３ 申請方法

必要項目を入力又は選択して進めます。下記画面を参考に
ご入力ください。

必要な情報を入力していきます。

クリック
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カレンダーマークをクリックすると
カレンダー画面が表示されます。

利用日を選択してください。
※利用日（１日）毎に申請してください。
※６か月より先の予約は許可できません。
※集会場は14日以内、その他の施設は７
日以内の予約は許可できません。

利用日入力後、クリック

使用する目的や人数等を入力してくだ
さい。

市内在住か市外かを選択してください。
※市外の方のご利用は３割増になりま
す。
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申請内容の最終確認になります。
必ず内容に間違いが無いかご確認く
ださい。
施設使用料金も自動計算され表示さ
れます。

間違いが無ければ、クリック

左の画面が表示されたら申請完了です。
登録したメールアドレスに下記が通知
されます。
※アンケートにお答えいただけると、
今後のシステム改善の参考にさせてい
ただきます。

申請が受信されると、自動でメールが送
信されます。

そのメール内にあるURLをクリック
すると、申請内容を確認できます。

講演会
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２－４ 許可書の交付

事務局が申請内容を確認後、許可書を交付します。
許可書をダウンロードし、保存又は印刷を行ってください。
利用日に職員に許可書を提示してください。

許可書が表示されます。
保存または印刷し、利用日に許可書を
職員へ提示してください。

事務局より記画面の通知
が登録メールアドレスに
届きます。メールのURL
をクリックします。

「ダウンロード」をクリックすると
許可書がダウンロードされます。
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クレジットカード決済またはpaypayで、支払い依頼通知に示
された期限までにお支払いください。

金額を確認しクリック

２－５ 施設使用料の支払い

通知メール内にあるURLを
クリック
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クレジットカードで支払いたいが、カー
ドが未登録の場合、クレジットカード情
報を入力してください。

クリック

注意：
①使用料の決済はクレジットカード払
いまたはpaypayのみになります。
銀行でのお支払いをご希望の方は、窓
口申請をご利用ください。

お支払い方法を選択、クリックします。

支払い内容に間違いが無いか
確認し、クリック

クレジットカードで支払う場合
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「支払済み」となっていれば支
払い完了です。

PayPay支払い画面で決済し、

「支払済み」となっていれば支
払い完了です。

PayPayで支払う場合
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後日届いた支払い依頼通知に示された期限までに、クレジット
カード決済またはpaypayでお支払いください。

金額を確認しクリック

以降、「施設使用料の支払い」
（19ページ）同様、クレジット
カード決済またはpaypayでお支払
いください。

２－６ 冷房使用料の支払い
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「支払済み」となっていれば支
払い完了です。

お問合せ先

宜野湾市教育委員会 教育部 生涯学習課 公民館係

TEL 098-893-443６

FAX 098-893-44３４

メール publichall@city.ginowan.okinawa.jp
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